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 は じ め に   
 
 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画

社会の実現は、二一世紀のわが国社会を決定する最重要課題として、平成１１年に制定された「男女共同参画社会基本法」に位置付

けられました。 
 このような中、内灘町においても平成１９年３月に「内灘町男女共同参画推進行動計画」を策定しました。基本理念のタイトルを

～一人ひとり輝きハーモニー奏でるまちをめざして～と定め、４つの基本目標と、多岐に亘る施策を総合的かつ計画的に実現できる

よう体系化しました。 
また、平成１９年１２月には「内灘町男女共同参画まちづくり条例」を制定（２０年４月施行）し、内灘町が男女共同参画の視点

をまちづくりの根底におき、老若男女全ての町民にとって、住みよい町を作り上げ、次代に引き継ぐことを前文に明記いたしました。 
本書は、「内灘町男女共同参画まちづくり条例」に基づく報告書であり、平成１９年度より１０年間を計画期間とした行動計画初年

度の状況を明らかにしたものです。 
 男女共同参画の実現は行政のみの力で実現できるものではありません。町民の皆様、事業者、関係団体の皆様と協力して、町民と

行政が渾然一体となって取り組んでいくことが何よりも重要でありますので今後一層のご理解、ご協力をお願いいたします。本報告

書が男女共同参画社会の形成に向けた取り組みの参考資料として、活用いただければ幸いです。 
 
 
                             平成２０年１２月   
                                       内灘町長  八十出 泰成 
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第 １ 章  内灘町の男女共同参画の現状 
 
１、 男女共同参画への動き 

① 世界の動き 
男女共同参画は国際社会が一致する取り組みとして進められています。これまで、1975 年メキシコシティーでの

会議を第１回として、1995 年の北京まで 4 回の世界女性会議が開催されています。又 2005 年には「第 4 回世界女

性会議（北京会議）」から 10 年目にあたることを記念した、国連女性の地位委員会閣僚会議（北京＋10）が開催さ

れ、５項目の政治宣言と１０件の決議が採択されています。 
 
② 国の動き 

第 1 回世界女性会議で採択された「世界行動計画」の内容を国内政策に取り入れた「国内行動計画」を 1977 年

に策定しました。また、1985 年には、「男女雇用機会均等法」が制定され（翌年施行）、「女子差別撤廃条約」を批

准しました。 
1999 年に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、翌年には、「男女共同参画基本計画」が策定されてい

ます。５年後には、これまでの取り組みを評価・総括した「第 2 次男女共同参画基本計画」が策定されました。 
      他に、2001 年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ法）」、2003 年「少子化社会対策基

本法」、「次世代育成支援対策法」が制定されました。 
      又、2008 年１月には内閣府に「仕事と家庭の調和推進室」を置き、「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と家庭の

調和）への取り組みを強化しています。 
         

仕事と生活の調和が実現した社会とは、 
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、

中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」をいいます。 
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③石川県の動き 
      平成 13 年に男女共同参画社会基本法に基づいた県の男女共同参画計画が策定され、同年石川県男女共同参画推進

条例が制定されました。また、住民に最も身近な行政機関である市町の取り組みが重要であるとの観点から、市町

への情報提供や、条例制定・計画策定への助言等の支援をし、平成２０年4月１日現在、県下の条例制定市町は57.9％、

計画策定市町は 68.4％となっています。  
    
２、 内灘町の取り組み状況   
   内灘町では、平成 17 年 8 月内灘町男女共同参画推進委員会（総数 10 名、内公募委員３名）を設置し、男女共同参画へ

の最初の取り組みとして住民意識調査を実施しました。引き続き、平成 19 年 3 月には、平成１９年４月から１０年間を計

画期間とする「内灘町男女共同参画推進行動計画」（～一人ひとり輝いて ハーモニー奏でるまちをめざして～）を策定、又

平成 19 年 12 月には、「内灘町男女共同参画まちづくり条例」を交付（翌年４月施行）しました。 
    

内灘町の状況を人口データによりみた場合（５－①グラフ参照）、人口は微増していますが、その構成には変化が現れてい

ます。先ず、14 歳未満人口の割合は、Ｈ１２・Ｈ１７にはそれぞれ前回調査と比べ、ほぼ 1 ポイントずつ減少、生産年齢（15
～64 歳）についても、それぞれ 1.2 ポイント、1.6 ポイントと減少しています。一方、65 歳以上人口はＨ１２には 2 ポイン

ト、更にＨ１７には 3.34 ポイントと前回より上昇しています。その他、65 歳以上の単独世帯については、Ｈ７調査時 10.7％
がＨ12 では 14％と大幅に伸びています。今後この傾向は団塊の世代の年齢到達に伴いますます顕著になると思われますが、

６０歳以上の元気な高齢者の方が地域で生涯現役として活き活きと活躍をされることが期待されます。 
   次に、女性の就業率と男性の家事参加率国際比較を見てみますと（５－②グラフ参照）、内灘町の女性の就業率は 51.8％

（Ｈ17 国勢調査）で、全国平均（45.5％）・県平均（50.3％）を上回っています。また、平成 2 年には顕著であったＭ字カ

ーブは、平成 17 年調査ではほとんど見られなくなっています。 
一方、女性の就業率が伸びている反面、男性の家事参加は他の先進諸国と比べ、かなり低くなっています。男性も女性

も、仕事と家庭生活や地域活動等その他の活動にバランスよく関わることを目的とする「ワーク・ライフ・バランス」など、

企業を巻き込んでの取り組みが必要となっています。 
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○審議会等方針決定の場への女性委員割合向上についての取組み 
 ① 庁内連絡会、部課長会議の席上、女性委員の登用について依頼。 
② 女性委員登用の推進 
 平成２０年３月３１日現在 女性委員のいない審議会  ３ 
      〃       女性委員比率       27.1％（内条例によるもの 27.6％） 
 年次推移 （5、ﾃﾞｰﾀで見る ③ 参照） 
③ 行政委員会における女性委員の割合（平成２０年３月３１日現在） 
                総数  うち女性   女性の割合 

   教育委員会          ５     ２     ４０．０％ 
   選挙管理委員会        ４     ２     ５０．０％ 
   監査委員           ２     ０      ０ 
   農業委員会         １５     ０      ０  

   固定資産評価診査委員会    ３     ０      ０    （20年6月定例会にて1名承認 33.3％） 
       計         ２９     ４     １３．８％ 
④ 新たに設置した審議会等の現況 

 

審議会の名称 登用率 公募 男女比 年月日 担当課 男女人数比

上下水道料金等審議会 6：3 33.3％  2 人  2：0 上下水道課 H19.11.12 

地域公共交通会議 14：3 17.6％  ４人  2：2 企画財政課 H20. 3.27 
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３、「内灘町男女共同参画推進行動計画」の概要 
① 計画の目的 
   「男女共同参画社会基本法」に基づき、国の「男女共同参画基本計画」、県の「いしかわ男女共同参画プラン」を勘案

し、町の男女共同参画推進施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、今後取組むべき主な課題と施策の概要を明らかに

することを目的として策定しました。 
 

② 計画の位置付け 
「第4次 内灘町総合計画」を上位計画とした部門別計画の一つです。また、男女共同参画の視点で、町の各部門

の施策を横断的にとらえたものです。 
 

③ 計画期間   
平成 19 年（2007）年度から平成 28（2016）年度まで（10 年間）  計画の期間中であっても、社会情勢の変化や

計画の進捗状況により、必要に応じ見直しを行います。 
 

④ 基本理念と基本目標 

   一人ひとりが輝きハーモニー奏でるまちをめざして       

 Ⅰ  一人ひとりがその個性と能力が発揮でき、互いに認め合い尊重しあうまち 
 Ⅱ  誰もが生き生きと参画できるまち 
 Ⅲ  家庭、職場、地域で心豊かに調和ある生活のできるまち 
 Ⅳ  着実な計画の推進 

 

⑤ 数値目標 
関連する基本目標 項  目 現  状 目 標 値 備  考 
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    8 町の審議会における女性委員の割合 (Ｈ１８) 26.2％ (Ｈ２８) 40％ 行政改革大綱 
(Ｈ１７) 1 件 (Ｈ２２) 2 件 家族経営協定の締結数 農村漁村における男女のﾊﾟ

ｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟに関する指数 
13 

(Ｈ１７) 2 経営 (Ｈ１８) 3 経営 女性認定農業者 



４、「男女共同参画まちづくり条例」の概要  
 

 基 本 理 念 

 社会における制度

又は慣行への配慮

政策又は方針決

定の場への参画

機会の確保 

家庭生活とその

他の活動の両立 
互いの性を尊重

し、性と生殖に関

する健康と権利の

確保 

男女の人権尊重
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男女共同参画推進委員会 
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５、データで見る内灘町の男女共同参画の状況  
① 人口の推移 
    老年人口（65 歳以上）の割合は増加、年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～64 歳）は減少傾向にあります。 

     人口と年齢３区分別人口構成の推移  （資料）「国勢調査報告」を基に作成 
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2年度 7年度 12年度 17年度

65歳～

15～64歳

0～14歳

20.7％

70.9％

（人） 

26,367 人 26,560 人 26,896 人 
24,688 人 

12.4％ 15.2％ 8.4％ 10.4％

71.3％ 68.5％ 70.1％ 

18.2％ 17.3％ 16.３％ 

        

       （参） 合計特殊出生率の推移    

1

1.5

2

2.5

内灘町

石川県

全国

内灘町 2.41 1.85 1.58 1.39 1.48 1.34 1.5 1.31 1.4 1.28 1.33 1.31 1.2 1.3 1.2 1.22 1.21 1.23

石川県 2.07 2.07 1.86 1.78 1.59 1.48 1.59 1.46 1.47 1.42 1.45 1.38 1.45 1.4 1.38 1.38 1.35 1.35

全国 2.13 1.91 1.75 1.76 1.54 1.46 1.5 1.42 1.43 1.39 1.38 1.34 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26

S45 S50 S55 S60 H2 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
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② 女性の年齢階層別の就業率（Ｈ１７年国勢調査）と男性の家事割合 
   内灘町の女性就業率は、平成 17 年国勢調査では、51.8％です。全国の数値は、平成２年・１７年と数値の変化はあり 

ますがＭ字カーブを描いています。内灘町では平成 2 年には顕著であったＭ字カーブは、平成 17 年調査でははっきりと

は見られなくなっています。 
      平成１７年度      〔年齢階層別労働力率〕         平成２年度 
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【男女計の家事・育児時間に占める男性の割合】 
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（備考）男女共同参画白書（Ｈ19 年版）より抜粋 

１. OECD「employment Outlook 2001」、総務省「社会生活基本調査報

告」（Ｈ13 年）等より作成 

２. 5 歳未満（日本のみ 6 歳未満）の子のいる家庭の家事・育児時間（男

女別）から算出。 

３. 日本以外の女性はﾌﾙﾀｲﾑ就業者、日本の女性は有業者のﾃﾞｰﾀ、男性はい

ずれの国も総数ﾉﾃﾞｰﾀ（平均） 

４. 韓国のﾃﾞｰﾀは子の有無は分からない。 
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③ 「女性の政策、意思決定過程への参画」に関する状況 
項   目 単位 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19  

ＨＤＩ(注１) 位 9 9 9 11 7 8
国際比較（女性の社会参画） 

ＧＥＭ(注２) 位 32 44 38 43 42 54
UＮDP(国連開発計画)より 

町における役つき女性職員の比率（総括主査以

上・保育所、消防含む） 
％ ― ― ― 25.6 29.9 31.7 （各年 4 月 1 日現在） 

内灘町 ％  5.6    12.5  
石川県 ％  6.5 6.8 6.8 6.5   

 
議会議員の女性比率 

全国平均（町村） ％  5.4   7.3  6 月１日現在 
内灘町 ％ 19.6 21.3 23.3 23.6 26.2 25.9 3/31 現在 

石川県 ％ 23.4 25.6 26.6 27.3 28.5 28.7 6/ 1 現在 

 

審議会等における女性比率 

 国 ％ 25.0 26.8 28.2 30.9 31.3 32.3 毎年 9 月末現在 

行政委員の女性比率（注３） ％   8.3 8.3 9.4 13.8  

（注 １）ＨＤＩ:人間開発指数（Human Development Index） 
   「長寿を全うできる健康的な生活」「教育」及び「人間らしい生活」という人間開発の３つの側面を簡略化した指数。具体的には、①平均寿命②教

育水準（成人識字率及び就学率）③調整済 1 人当り国民所得を用いて算出します。 
 （注 ２）ＧＥＭ：ジェンダーエンパワーメント指数（Gender Empowerment Measure） 
   女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを図るものです。ＨＤＩが人間開発の達成度に焦点を当てているのに対して、

ＧＥＭは能力を活用する機会に焦点を当てています。具体的には、①国会議員に占める女性の割合②管理職・技術職に占める女性の割合③管理職

に占める女性の割合及び男女の推定所得を用いて算出します。 
 （注 ３）行政委員 
   地方自治法１８０条の５に規定されている委員会（教育委員会・選挙管理委員会・監査委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会） 
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（参考）人間開発に関する指標の国際比較：2007 年 
     ＨＤＩ（人間開発指数）                   ＧＥＭ（ジェンダー・エンパワーメント指数） 
順 位 国   名 ＨＤＩ値 順 位 国    名 ＧＥＭ値 
  1 アイスランド  1 ノルウェー  

２ ノルウェ―  ２ スウェーデン  
３ オーストラリア  ３ フィンランド  
４ カナダ  ４ デンマーク  
５ アイルランド  ５ アイスランド  
６ スウェーデン  ６ オランダ  
７ スイス  ７ ベルギー  
８ 日本              ８ オーストラリア  
９ オランダ  ９ ドイツ  

１０ フランス  １０ カナダ  
１１ フィンランド   ～    
１２ アメリカ  ４８ キプロス  
１３ スペイン  ４９ パナマ  
１４ デンマーク  ５０ ハンガリー  

１５ オーストラリア  ５４ 日本            
             （１７７ｶ国測定）                         （９３ヶ国測定） 



         

 Ⅰ－１－①－１ 「ワク・ワーク」体験      Ⅰ－１－①－１ ３０人学級の実施      １－１－①－１健康づくり推進員の食育事業  
 

     

 
１－１－①－２ 「輝き講演会」推進員の紙芝居   Ⅰ－１－①－２ お父さんお帰りなさいパーティーＩＮうちなだ  
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 Ⅰ－１－①－２                  Ⅰ－１－①－２ 「パパ‘ｓほほほほん」     Ⅲ－３－⑫－１８タウンミーティング 
  「お父さんの子育て講座」 
 
          

         

Ⅲ－４－⑮－２３                  Ⅳ―１－⑯－25  広域連携事業 
介護予防事業（しっかり貯筋教室）           「お父さんの子育て関わり講座」 
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６、内灘町男女共同参画推進委員会からの主な意見 
 
目標 Ⅰ   一人ひとりがその個性と能力が発揮でき、互いに認め合い尊重しあうまち                 

重 点 課 題 主 な 意 見 
１ ・一人ひとりが相手を受け入れることが原点、講演会や講座でそのようなことを皆が共有できたらと思う。 男女共同参画の視点にたっ

た社会制度、慣習の見直しと

男女平等教育の推進 
 ・労働力も不足し少子化も叫ばれている今後、女性だから家事重視とか、男性だけが家計を支えるという

バランスの悪い形でなく、お互いの思いや力を足すのではなく、掛け算になるようなパワーアップをして

いくことが男女共同参画の基本だと思います。 
・まだまだ、「普通は」「一般的には」とか「昔から」の言葉に縛られます。「これからは」「これもあり」

とか耳にする社会に。 

 
 
目標 Ⅱ    誰もが生き生きと参画できるまち                                      

重 点 課 題 主 な 意 見 
1 方針の立案、決定過程への女

性の参画促進 
・町における参画状況：各種審議会等における女性委員の割合は県内市町と比べて遜色ないものとなって

おり、行政委員会では県内第３位の割合、又職員の管理職に占める女性職員の割合も決して低くない。こ

の２～３年で随分と進んできており評価できる。 
・先ずは、今女性が少ない分野に女性を増やす必要はあるかと思う。が未来は、その分野にどちらが多い

かではなく、いかに性差にこだわらない社会になっているというのが理想です。  
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目標 Ⅲ  家庭・職場・地域で心豊かに調和ある生活のできるまち                        

重 点 課 題 主 な 意 見 
   

仕事と家庭の調和の支援 2  平成２０年４月、内閣府男女共同参画推進本部において「女性の参画加速プログラム」が策定された。

１、あらゆる分野における女性の参画促進のための基盤整備２、重点分野の取組みが挙げられている。

重点的分野の 1 つとして医師不足の解消により安心安全な医療体制の確立を目指し女性医師への様々

な取組みや医療従事者へのワークライフバランスの推進等が求められている。 
金沢医科大学病院では、将来の生産人口減少を見据え、より安定した地域医療を担う体制を整える

ため、今後計画的に取組んでいく予定である。 

3 男女がともに担う活力あ

る地域づくりの推進 
地域における推進：協働による地域づくりが叫ばれている今、地域での男女共同参画の取組みは進んで

いない状況である。情報の公開や、様々な活動の中に多様な意見が反映する仕組みが必要。 

4 生涯を通じて安心して暮

らせる基盤の整備 
高齢者が安心して暮らせる環境整備：介護は女性の仕事と考えられがちであるが、男性が関わる必要性

は大きいと思う。又社会全体で支えるという介護保険制度の定着と充実が必要。 
  

 
目標 Ⅳ  着実な計画の推進                                          

重 点 課 題 主 な 意 見 
1 １、推進体制の整備 町民との連携の促進：県男女共同参画推進員と町との連携による活動は、行政主体のものより身近な啓

発に繋がっている。紙芝居上演は、推進員同士また主催者と聴衆との距離を縮める役割を果たしたとし

評価する。 
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